
第三期三鷹市障がい者（児）計画体系案（前回提示案との新旧対照表）

(修正内容）

・現行の計画では、【大項目・小項目・事業名】となっているが、事業名は毎年見直す必要があるため、次期計画では、【大項目・中項目・小項目】とした。これまでの小項目が中項目に、新たな小項目は市が取り組むべき事項を示している。

・前回提示案では、大項目を８つとしたが、大項目１と８は計画に関する事項のため、大項目１にまとめ、修正案では大項目は７つとなっている。

大項目 小項目 大項目 中項目 小項目

①計画の策定等

②計画の評価・検証

①自立支援協議会運営の充実

②庁内関連部署との連携強化

③関連機関との連携

①心のバリアフリーの推進

②地域住民の理解推進

③福祉教育の推進

①障がい者差別解消の取り組み

②支え合う意識づくり

①障がい者虐待防止の取り組み

②権利保障の取り組み

（１）わかりやすい情報提供 （１）わかりやすい情報提供 ①わかりやすい情報提供の充実

①誰もがアクセスできる・アクセスしやす
い相談窓口の充実

②ライフステージに切れ目なく支援をつ
ないでいく体制整備

③障がい者ケアケアマネジメント体制の
推進

④基幹相談支援センターの円滑な運営
と充実

①適切な福祉サービスの利用とモニタリ
ングの推進

②福祉サービス未利用者への対応強化

（２）相談機能の充実
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・前回の自立支援協議会でのご意見を踏まえ、文言の訂正。（「促進」となっていた部分については「推進」に統一した。）

前回提示案 修正後（案） 備　　考

３　障がいのある人の視
点に立った支援の提供と

相談支援の充実

（３）福祉サービスの充実と利用しやすい環境づくり

（２）相談機能の充実

・計画のビジョンの順番に合わせ、
「障がいに対する理解の推進」、「障
がい者差別の解消と合理的配慮の
推進」、「障がい者の権利保障の推
進」の順番に変更。　　　　　　　　　・
「障がいに対する正しい理解の拡大」
については、自立支援協議会でいた
だいたご意見を基に「正しい」を削除
し、「拡大」ではなく「推進」とした。

・前回提示の大項目１と大項目８の内
容が重なっているため、一つに整理

２　互いを理解し、認め
合う地域づくり

（１）計画の改定等と推進１　計画の改定等と推進

（２）計画の推進

（１）障がいに対する理解の推進（１）障がい者差別の解消と合理的配慮の推進

（２）障がい者の権利保障

（３）障がいに対する正しい理解の拡大

（２）障がい者差別の解消と合理的配慮の推進

（３）障がい者の権利保障の推進

１　計画の推進

（１）計画の策定等

２　互いを理解し、認め
合う地域づくり

（３）福祉サービスの利用しやすい環境づくり

３　障がいのある人の視
点に立った情報の提供

と相談支援の充実
文言修正



大項目 小項目 大項目 中項目 小項目

①地域生活支援拠点の機能の充実

②高齢障がい者への支援
③地域定着支援の充実

④精神障がい者施策の充実

⑤発達障がい者、高次脳機能障がい
者、難病患者等に対する支援
⑥発達障がい者等の療育支援体制の充
実
⑦「育てにくさ」への支援
⑧障がい児等の療育支援の充実
⑨障がい児福祉サービス等の充実

⑩重症心身障がい児対象の児童発達支
援等の充実

①障がい者の重度化・高齢化に伴う家
族支援の充実

②医療的ケア児・者への支援体制の充
実
③障がい児・医療的ケア児の保育環境
等の整備
④障がい児等に対する子育て支援施設
等の保育力向上

①社会参加の条件整備

②コミュニケーション支援の充実

③スポーツ・文化芸術活動の充実

①障がい者の一般就労の推進
②雇用側への積極的な働きかけ

③福祉的就労の充実

④就労後の支援の充実と生活支援を含
めた関係機関の連携

（１）福祉人財の確保 （１）福祉人財の確保
①障がい者を地域で支える担い手の確
保

①指導監査等の充実

②各種サービス事業者の連携体制構築
の充実

①市施設の機能の充実

②障がい者福祉施設の整備
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（２）サービスの質の確保

（３）施設整備の推進

（１）障がいのある人の自立生活の支援

（２）障がいのある子どもの生活支援の充実

（２）家族支援の充実

４　地域における生活の
支援

（３）家族支援の充実

前回提示案

（１）障がいのある人の生活支援の充実

（１）障がいのある人の社会参加の推進

（２）障がいのある人の就労の推進

５　社会参加の推進

６　障がいのある人を支
える地域の基盤整備
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（１）障がいのある人の社会参加の促進

（２）障がいのある人による就労の促進

（２）サービスの質の確保

（３）施設整備の推進

５　社会参加の促進

６　障がいのある人を支
える地域の基盤整備

４　地域における生活の
支援

変更なし

・自立支援協議会でいただいたご意
見を基に、大人・子どもで整理して考
えるのではなく、「人」としてライフス
テージに切れ目のない支援ができる
よう、項目タイトルを変更。

・自立支援協議会でいただいたご意
見を基に、「促進」の文言を「推進」へ
変更。（課内で「推進」は全員で取り
組んでいくこと、「促進」は市が積極的
に行うべきことを促すこと、と文言整
理）

修正後（案） 備　　考



大項目 小項目 大項目 中項目 小項目

①地域ケアネットワーク推進事業の充実
と発展

②重層的支援体制の強化

③災害時・緊急時の対策強化

（２）バリアフリーのまちづくり （２）バリアフリーのまちづくり ①バリアフリーのまちづくりの推進

（１）計画の推進体制

（２）関係機関等との連携

前回提示した案から変更した部分となります。

備　　考
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（１）「コニュミティ創生」による「共に生きる」地域づくり
７　安心で住みやすいま
ちづくりの推進

前回提示案 修正後（案）

（１）「コニュミティ創生」による「共に生きる」地域づくり
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８　推進体制の整備

変更なし
７　安心で住みやすいま
ちづくりの推進

大項目１に統一


